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2� 法人൛事ۀঝܧ税੍，ྩ �
税੍վਖ਼Ͱ，ಛྫঝܭܧըͷఏग़ݶظ
͕ �ؒԆ͞Ε，ྩ � �݄��
·Ͱͱվਖ਼͞Ε·ͨ͠ɻྩ �税
੍վਖ਼Ͱվਖ਼͋Γ·͔ͨ͠ɻ
A ඇ上場株式に係るଃ与税のೲ税༛༧

の特例੍度は，令和 9 年12月31日までに，
後継者である受ଃ者が，ԁ化法の認定
を受けているඇ上場会社の株式をଃ与
により取得した場合において，一定の要
݅をຬたしているときには，そのඇ上場
株式に係るଃ与税について，そのೲ税
が༛༧される੍度である。後継者のࢮ
により，ೲ税が༛༧されているଃ与税
のೲは໔আされる（ા法70の 7 の 5 ʙ
70の 7 の 8 ）。

  当֘ଃ与税のೲ税༛༧の特例੍度の適
用を受ける要݅の一つに，後継者がଃ与
の日まで引き続き 3 年以上にわたり特例
認定ଃ与承継会社の役員の地位を有して
いること（ા法70の 7 の 5 ᶄ六，ા規23
の12の 2 ᶌ）があった（以下，「役員ब
任要݅」という）。

  本要݅については，新しい資本主義の
グランドデザインٴび実行計画2024年改
గ൛で，࣍のように検౼がされていたと
ころである。

  「事業承継税੍についてはɺ現行ではɺ
その利用のためにɺ役員ब任要݅（実際
の承継時にɺ後継者が役員にब任して 3
年以上経աしている必要があるという要
݅）をຬたす必要がありɺ特例ા置を利
用する場合ɺ本年12月末（実際の税੍上
の承継期限である2027年12月末の 3 年
前）までに後継者が役員にब任している
必要がある。来年以߱に事業承継の検౼

1ඇ্ࣜגにるଃ༩੫のೲ੫༛༧の
ಛྫ੍に͓ る͚һबཁ݅のݟ͠

を本格化させる事業者にとってɺ本年12
月までに後継者を役員にब任させること
は困難でありɺ事業承継税੍を最大限活
用する観点からɺ役員ब任要݅の在り方
を検౼する。」

  令和 7 年度税੍改正では，当֘役員ब
任要݅について，「ଃ与の直前において」
特例認定ଃ与承継会社の役員であること
に改正された。役員ब任後 3 年以上経ա
している必要があったものの，緩和され
たことになる。

  そして，本੍度の適用期限については，
今後ともԆ長はしないこととされている
が，事業承継のあり方については，世代
交代のఀや地域経済の成長への影響に
係るݒ念も౿まえ，今後も検౼をすると
されている。

2� 社，ࠃͷऀॅډͰ͋ΔऔҾઌʹ
ର͠，ஶݖ࡞ͷ༻ྉΛࢧ͏ͱ͖ʹ，
ࢧྉͷ༺，ઘऩΛ͢ΔͷΛࣦ೦͠ݯ
ֹۚશֹΛऔҾઌʹࢧͬͯ͠·͍·
ͨ͠ɻͦ͜Ͱ，औҾઌʹݯઘऩ税ֹΛ
ฦۚͯ͠Β͏Α͏͑·͕ͨ͠，͠，
ฦۚͯ͠Β͑ͳ͍߹ʹ，ͲͷΑ͏
ͳॲ理ʹͳΔͰ͠ΐ͏͔ɻ
A 源泉徴収の規定により所得税を徴収し

てೲする者が，徴収をした所得税をೲ
しなかったときは，税務ॺ長は，当֘
所得税をその者から徴収する（所法
221）。

  そして，源泉徴収をしていない場合に
徴収すべき税ֹは，࣍の区分により計ࢉ
をする（所通221ô 1 ）。

 （1）源泉徴収していなかった理༝が，当
֘徴収すべき税ֹを支者が負担す

るॴಘ੫Λෛ୲ઘऩにݯऀがࢧ2
ͨ͠ ߹の੫ֹࢉܭ
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る契約となっていたことによるもの
である場合には，取引手取ֹにより
支金ֹが定められていたものとし
て計ࢉする。

 （2）源泉徴収していなかった理༝が，（1）
の理༝以外のものである場合には，
に支った金ֹのうちから当֘税ط
ֹを徴収すべきであったものとし，ط
に支った金ֹを基準として計ࢉす
る。この場合において，その計ࢉした
税ֹをೲした支者が，そのೲ
した税ֹにつき，徴収をされるべき者
に対してٻをしないこととしたと
きは，当֘ٻをしないこととした
時において，そのೲした税ֹに૬
当する金ֹを税引き手取ֹにより支
ったものとし，その支ったものと
される金ֹに対する税ֹを計ࢉする。

  上هによると，源泉徴収をしていな
かった理༝が，支者が源泉徴収税ֹを
負担する契約となっていた場合には，支
金ֹが源泉徴収後の金ֹとなることか
ら，その手取ֹからࢉٯした金ֹを支
金ֹとして計ࢉした税ֹが，源泉徴収税
ֹとなる。

  そして，契約によるものでない場合に
は，実際に支った金ֹを支金ֹとし
て源泉徴収税ֹを計ࢉするが，源泉徴収
税ֹをೲした支者は，当֘源泉徴収
税ֹを源泉徴収されるべき者に対して
することができる（所法222）。このٻ
場合において，源泉徴収されるべき者に
対してٻをしないこととしたときに
は，当֘源泉徴収税ֹは加の支いと
解されることから，ٻをしないこと
とした時点で，改めて源泉徴収の計ࢉが
生じる。

2� 社，事ۀऴྃͷࢿ͍͓ͯʹ࣌
ຊۚͷֹ͕ �ԯԁҎԼͰ͋Δதখۀا
ऀʢા法��ͷ��ᶃʣͰ͕͢，લظͷ੨
৭ਃࠂॻͷఏग़ͱಉ࣌ʹ，ܽଛۚͷ܁
͠ʹΑΔؐٻΛ͠·ͨ͠ɻ
� � ͔͠͠ͳ͕Β，ͦͷޙ，税ௐ͕ࠪ͋
Γ，ؐॴಘ事ۀͷॴಘֹۚʹ͍ͭ
ͯमਖ਼ਃࠂΛ行͏͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ
� � ͜ͷ߹，ֹۚٻมߋʹͳΓ·͢
͔ɻ
A 欠損金の繰しؐによるؐٻॻ

の提出があった場合には，税務ॺ長は，
そのٻの基ૅとなった欠損金ֹその他
必要な事߲についてௐࠪし，そのௐࠪし
たところにより，そのٻをした内国法
人に対し，そのٻに係る金ֹを限度と
して法人税をؐし，ຢはٻの理༝が
ないࢫをॻ面により通知する（法法80
ᶌ）。

  そして，このؐすべき金ֹについて，
当֘金ֹのࢉ定を行う時において確定し
ているؐ所得事業年度の所得金ֹٴび
法人税ֹ，欠損事業年度の欠損金ֹを基
ૅとして計ࢉした金ֹによるとされてい
る（法通17ô 2 ô 2 ）。

  したがって，所得の金ֹの計ࢉのޡට
により計ࢉがҧっている場合でも，確
定した金ֹに基づき計ࢉした結果，申ࠂ
ֹよりࢉ定したؐ金ֹが多くなるとき
は，それもؐされる。

 （参考）松ඌެೋ　編ஶ（2023年）「法人
税基本通達ஞ解説（十一గ൛）」税務
研究会出൛ہ （TɽI.）

3ܽଛۚの܁ؐ͠に͓͍ͯؐॴಘۀࣄの
ॴಘֹۚがमਖ਼ Εͨ͞߹のֹؐۚのࢉܭ


